
番号 A-9 事務事業名 小学校給食事業 担当課 学務課

仕分け理由
判定人数

（複数選択有）

６．東久留米市
　　（改善有）

４人

⑤民間を活用した方が効率的（業務委託・指定管理者等） （　3　人　）

指摘事項

・業務委託が時代の流れではないか。
・退職時期を考慮して計画変更をする考えがあるかもしれないが、公の事業計
画を優先し、個人は事業計画に協力すべきと思う。
・質の維持が大前提。コストが下がるところがあれば、再考していく必要があ
る。

⑦その他 （　1　人　）

仕分け委員指摘事項

<担当課の考え方>
・おなじ「改善有」とした委員の中には、「（直営から委託に変えるべきとの）改善」と「（委託
計画を見直すべきとの）改善」との正反対の意見が含まれていたと認識します。

・計画推進中の「退職者がいない年度」についても、どの年度をとっても過員配置は発生しないの
で、問題があるとは考えていません。速やかに安定した体制を構築することが大切であると考えて
います。

・担当課としては現行の委託計画を推進する考えに立ち、安全で安心できる給食の提供体制の構築
を目指していきます。

指摘事項

・子どもの成育に直接かかわる事業である。職員不補充の解決策とするのは問
題があるのではないか。食べ物に対しての市の責任を考えた時に職員不補充だ
から民間にという考えはよくない。
・平成21年～25年の４校の調理業務委託の方法について、退職者がいない年
度でも委託する年度があり出費が増えるのではないか。

7．東久留米市
　　（現行通り）

1人

①現行通りに事業継続 （　1　人　）

指摘事項

・なし

仕分け区分


